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Ⅰ 業務費用
(1) 損益計算書上の費用

業務費 34,898,311

一般管理費 747,838

財務費用 97,819

雑損 12,423

臨時損失 37,268 35,793,662

(2) （控除）自己収入等

授業料収益 △ 3,410,789

入学金収益 △ 484,531

検定料収益 △ 116,281

附属病院収益 △ 18,776,369

受託研究収益 △ 572,589

共同研究収益 △ 227,294

受託事業等収益 △ 209,355

寄附金収益 △ 652,748

その他業務収益 △ 31,970

資産見返運営費交付金等戻入（授業料） △ 245,262

資産見返寄附金戻入 △ 118,921

財務収益 △ 12,510

雑益 △ 234,929 △ 25,093,555

業務費用合計 10,700,106

Ⅱ 損益外減価償却相当額 1,029,896

Ⅲ 損益外減損損失相当額 398,270

Ⅳ 損益外有価証券損益相当額（確定） -                       

Ⅴ 損益外有価証券損益相当額（その他） -                       

Ⅵ 損益外利息費用相当額 2,483

Ⅶ 損益外除売却差額相当額 78,884

Ⅷ 引当外賞与増加見積額 △ 16,197

Ⅸ 引当外退職給付増加見積額 △ 189,353

Ⅹ 機会費用

5,790
32,185 37,975

Ⅺ △ 529

Ⅻ 12,041,538

（控除）国庫納付額

国立大学法人等業務実施コスト

国立大学法人等業務実施コスト計算書

　　　　（単位：千円）

国又は地方公共団体の無償又は減額された使用料による
貸借取引の機会費用

（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日）

政府出資の機会費用
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（重要な会計方針） 

 

「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」（国立大学法人会計基準等検討会議 

平成 28 年２月１日改訂）」及び「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関す

る実務指針（文部科学省 日本公認会計士協会 平成 28 年４月 21 日最終改訂）」のうち、共同研究の

取扱い及び、国又は地方公共団体からの委託費の扱いについて、当事業年度より適用しております。 

 

１．運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準 

  原則として、期間進行基準を採用しております。 

  なお、プロジェクト研究等の一部に充当される運営費交付金については業務達成基準を採用して

おります。また、基幹運営費交付金（機能強化経費）、特殊要因経費として措置される運営費交付

金については、文部科学省の指定に従い期間進行基準、業務達成基準又は費用進行基準を採用して

おります。 

   

２．減価償却の会計処理方法 

(1) 有形固定資産 

  定額法を採用しております。 

  耐用年数については、法人税法上の耐用年数を基準としておりますが、受託研究等収入により購

入した償却資産については当該受託研究等期間を耐用年数としております。主な資産の耐用年数は

以下のとおりであります。 

建物 6 ～ 50 年 

構築物 7 ～ 60 年 

機械装置 8 ～ 17 年 

工具器具備品 2  ～ 20 年 

   また、特定の償却資産（国立大学法人会計基準第 84）及び資産除去債務に対応する特定の除去

費用等（国立大学法人会計基準第 90）に係る減価償却相当額については、損益外減価償却累計額

として、減損損失相当額については、損益外減損損失累計額として、資本剰余金から控除して表示

しております。 

(2) 無形固定資産 

  定額法を採用しております。 

  なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（５年）に基づいて 

おります。 

 

３．徴収不能引当金及び貸倒引当金の計上基準  

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等に 

ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

 

４．賞与引当金及び見積額の計上基準 

賞与について、翌期以降の運営費交付金により財源措置がなされるものについては、賞与引当金

は計上しておりません。翌期以降の運営費交付金により財源措置がなされないものについては、教

職員に支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しておりま

す。 

なお、国立大学法人等業務実施コスト計算書における引当外賞与増加見積額は、当事業年度末の

引当外賞与見積額から前事業年度末の同見積額を控除した額を計上しております。 

 

５．退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準 

   退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされているため、退職給付に係る引当
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金は計上しておりません。 

なお、国立大学法人等業務実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、国立大学法

人会計基準第87第4項に基づき計算された退職一時金に係る退職給付引当金の当期増加額を計上し

ております。 

 

６．有価証券の評価基準及び評価方法 

  満期保有目的債券  償却原価法（定額法） 

 

７．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

  たな卸資産（貯蔵品） 最終仕入原価法による原価法 

医薬品及び診療材料  移動平均法による低価法 

ただし、医薬品及び診療材料の評価方法については、たな卸資産管理のためのソフトウェアの

開発に相当の期間を要することなどから、ソフトウェアの開発が完了し、安定的な運用が可能と

なるまでは最終仕入原価法によることとしております。 

 

８．国立大学法人等業務実施コスト計算書における機会費用の計上方法 

(1) 国等の財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用の計算方法 

地方自治体の財産規程及び同種施設の賃借料等を参考にしております。 

(2) 政府出資等の機会費用の計算に使用した利率 

  決算日における 10 年もの国債(新発債)の利回りを参考に 0.065%で計算しております。 

 

９．リース取引の会計処理 

  リース料総額が 3,000 千円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係 

る方法に準じた会計処理によっております。 

 

１０．消費税等の会計処理 

  消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税込方式によっております。 

 

１１．その他 

  貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び国立大学法人等業務実施コスト計算書 

の記載金額は千円単位とし、表示単位未満については切捨て表示しております。 
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（表示方法の変更） 

・貸借対照表 

  （1）前事業年度において、投資その他の資産の「未収附属病院収入」として表示しておりました

附属病院の債権について、当事業年度より投資その他の資産の「破産更生債権等」として表

示しております。 

  （2）独立行政法人国立大学財務・経営センターと独立行政法人大学評価・学位授与機構の統合に

伴う名称変更により、前事業年度において「国立大学財務・経営センター債務負担金」「一

年以内返済予定国立大学財務・経営センター債務負担金」と表示しておりました借入負債に

ついて、当事業年度より「大学改革支援・学位授与機構債務負担金」「一年以内返済予定大

学改革支援・学位授与機構債務負担金」と表示しております。 

  （3）会計基準の改訂に伴い、前事業年度において「前受受託研究費等」と表示しておりました受

託研究と共同研究に係る前受負債について、当事業年度より「前受受託研究費」「前受共同研

究費」とそれぞれ区分して表示しております。 

 

・損益計算書 

  （1）前事業年度において、職員人件費の「非常勤職員給与」として表示しておりました承継外職

員に係る人件費のうち常勤職員としての勤務実態を有する附属病院医療職員の人件費(当事

業年度は 2,416,254 千円)について、当事業年度より職員人件費の「常勤職員給与」に含めて

表示しております。 

  （2）会計基準の改訂に伴い、前事業年度において「受託研究費」と表示しておりました受託研究

と共同研究に係る費用について、当事業年度より「受託研究費」「共同研究費」とそれぞれ区

分して表示しております。 

  （3）会計基準の改訂に伴い、前事業年度において「受託研究等収益」と表示しておりました受託

研究と共同研究に係る収益について、当事業年度より「受託研究収益」「共同研究収益」とそ

れぞれ区分して表示しております。 

 

・キャッシュ・フロー計算書 

会計基準の改訂に伴い、前事業年度において「受託研究等収入」と表示しておりました受託

研究と共同研究に係る収入について、当事業年度より「受託研究収入」「共同研究収入」とそ

れぞれ区分して表示しております。 

 

・国立大学法人等業務実施コスト計算書 

    会計基準の改訂に伴い、前事業年度において「受託研究等収益」と表示しておりました受託

研究と共同研究に係る収益について、当事業年度より「受託研究収益」「共同研究収益」とそ

れぞれ区分して表示しております。 
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（注記事項） 

１．貸借対照表関係 

  (1) 利益剰余金のうち、法人移行時における固有の会計処理等に起因するもの 

① 国からの承継時において、附属病院の建物、構築物等の時価評価等により、借入金見合い

の資産の額が、当該借入金に係る債務負担額を下回っていたこと等によるもの 

附属病院に関する借入金の元金償還額の累計            7,945,981 千円 

当該借入金により取得した資産の減価償却費の累計          3,292,882 千円 

利益剰余金に与える影響額（差引き）                         4,653,099 千円 

   ② 国立大学法人等が獲得した附属病院収益と診療機器等に係る減価償却費見合いの資産見返 

物品受贈額戻入が二重になっていることによるもの   

法人移行時に国から承継した資産見返物品受贈額のうち、対応する資産の減価償却費が

診療経費に分類されるものに関する資産見返物品受贈額戻入額の累計  425,574 千円 

   ③ 国からの承継時において、附属病院の財産的基礎と考えられる未収附属病院収入のうち、国

からの出資でなく譲与としたことによるもの              476,843 千円 

   ④ 国からの承継時において、附属病院の財産的基礎と考えられる医薬品及び診療材料について、 

国からの出資でなく譲与としたことによるもの                        312,005 千円 

                                                                        5,867,522 千円 

 

(2) 担保資産 

  長期借入金 10,603,832 千円（一年以内返済予定長期借入金 217,227 千円を含む。）の担 

保に供しているものは次のとおりです。 

  土地   9,777,868 千円  

  建物  5,214,132 千円 

 

(3) 債務保証の総額  1,243,437 千円 

   

(4) 運営費交付金から充当されるべき賞与引当金の見積額  764,588 千円 

 

(5) 運営費交付金から充当されるべき退職給付引当金の見積額  9,793,930 千円 

  

(6) 減損関係 

  減損を認識した資産 

   ・減損を認識した固定資産の用途、種類、場所、帳簿価額 

用途 種類 場所 帳簿価額 

職員宿舎 土地 佐賀市大和町 293,000 千円

職員宿舎 建物 佐賀市大和町 99,137 千円

職員宿舎 構築物 佐賀市大和町 6,133 千円

 

   ・減損の認識に至った経緯 

     当該施設の利用実績が著しく低下しており、中期計画に従い保有資産を有効に活用す

るため、一部につき使用しないという決定を行い、また一部を民間事業者への貸付用と

して用途を変更する決定を行ったため、回収可能サービス価額まで減額しております。 
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   ・減損額の内訳 

種類 損益計算書に 

計上する額 

損益計算書に 

計上しない額 

計 

土地 － 292,999 千円 292,999 千円

建物 － 99,137 千円 99,137 千円

構築物 － 6,133 千円 6,133 千円

   ・回収可能サービス価額の算定方法の概要 

     回収可能サービス価額は正味売却価額により算定しており、正味売却価額は不動産鑑

定士による鑑定評価額を利用しております。 

     

(7) 資産除去債務関係 

   ①資産除去債務の概要 

    石綿障害予防規則等の規定に基づく建物のアスベスト除去義務、ダイオキシン類対策特別措 

置法の規定に基づく焼却炉のダイオキシン除去義務、特定製品に係るフロン類の改修及び破壊 

の実施の確保等に関する法律に基づくフロン 除去義務、放射性同位元素等による放射線障害 

の防止に関する法律の規定に基づく放射性同位元素等を使用している建物の放射線の除去義 

務及び土地の賃貸借契約等に伴う原状回復義務であります。 

 

  ②資産除去債務の金額の算定方法 

   使用見込期間を取得から２年～４６年と見積り、割引率は、０．２９％～２．３９％を使用 

して資産除去債務の金額を計算しております。 

 

   ③当事業年度における資産除去債務の総額の増減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 国庫納付金関係 

   ①前中期目標期間最終年度の積立金の期末残高は 2,001,882 千円であり、これに前中期目標期

間最終年度の未処分利益 1,276,438 千円、前中期目標期間繰越積立金の期末残高 4,506,352 千

円、目的積立金の未使用額 11,027 千円を加えると、積立金は 7,795,700 千円となります。 

 

   ②この積立金 7,795,700 千円のうち、第三期中期目標期間の業務の財源及び固定資産の見合い

等として繰越の承認を受けた額は 7,795,170 千円であり、差し引き 529 千円については国庫に

納付しました。 

 

 期首残高 187,006 千円 

 有形固定資産の取得に伴う増加額 － 

 時の経過による調整額 2,602 千円 

 資産除去債務の履行による減少額   △25,301 千円 

 その他増減額（△は減少） － 

 期末残高 164,307 千円 
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２．損益計算書関係 

    (1) 当期総利益のうち、法人移行時における固有の会計処理等に起因するもの 

① 国からの承継時において、附属病院の建物、構築物等の時価評価等により、借入金見合い 

の資産の額が、当該借入金に係る債務負担額を下回っていたこと等によるもの 

附属病院に関する借入金の元金償還額                              333,633 千円 

当該借入金により取得した資産の減価償却費                        133,438 千円 

当期総利益に与える影響額（差引き）                              200,195 千円 

   ② 国立大学法人等が獲得した附属病院収益と診療機器等に係る減価償却費見合いの資産見返 

    物品受贈額戻入が二重になっていることによるもの 

法人化時に国から承継した資産見返物品受贈額のうち、対応する資産の減価償却費が 

診療経費に分類されるものに関する資産見返物品受贈額戻入の額          －千円 

200,195 千円 

３．キャッシュ・フロー計算書関係 

(1) 資金の期末残高の貸借対照表科目別内訳 

    現金及び預金    7,908,322 千円 

    定 期 預 金   △3,100,000 千円  

      期末資金残高     4,808,322 千円  

 

(2) 重要な非資金取引 

     ①現物寄附による資産の取得                      110,673 千円 

    ②ファイナンス・リースによる資産の取得                319,654 千円 

    

 

４．重要な債務負担行為 

①佐賀大学（鍋島１）医病東病棟等改修その他工事 

  契約金額 2,700,000 千円    翌期支払額 884,093 千円 

 ②佐賀大学（鍋島１）医病東病棟等改修その他機械設備工事 

   契約金額 1,825,200 千円     翌期支払額 620,599 千円 

 ③佐賀大学（鍋島１）医病東病棟改修その他電気設備工事 

   契約金額  835,920 千円    翌期支払額 210,057 千円 

 ④佐賀大学（本庄町１）教養教育２号館改修機械設備工事 

   契約金額  150,120 千円    翌期支払額 150,120 千円 

 ⑤調剤部門業務支援システム 一式 

   契約金額  138,240 千円    翌期支払額 138,240 千円 

 

 

５. 金融商品関係 

(1) 当法人は資金運用については、定期預金、譲渡性預金、国債に限定し、資金調達については

大学改革支援・学位授与機構からの借入れを実施しております。 

  資金運用にあたっては国立大学法人法第 35 条が準用する独立行政法人通則法第 47 条の規定

に基づき、預金、国債を保有しており株式等は保有しておりません。 

大学改革支援・学位授与機構債務負担金及び長期借入金の使途は附属病院の整備資金であり、

文部科学大臣の事前承認に基づいて借入れを実施しております。 
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(2) 期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。 

（単位：千円） 

 
貸借対照表計上額

（*１） 
時価（*１） 差額（*１） 

(1)有価証券 1,100,000 1,100,000 － 

(2)現金及び預金 7,908,322 7,908,322 － 

(3)大学改革支援・学位授与

機構債務負担金（*２） 
(1,243,437) (1,316,003)  (△72,566) 

(4)長期借入金（*３） (10,603,832) (11,055,095)  (△451,263) 

(5)未払金（*４） (5,657,153) (5,644,795)  (12,357) 

  

（＊１） 負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。 

（＊２） 大学改革支援・学位授与機構債務負担金には、一年以内返済予定大学改革支援・学位授与機構債務負担金を含んでおります。 

（＊３） 長期借入金には、一年以内返済予定長期借入金を含んでおります。  

（＊４） 未払金には、長期未払金を含んでおります。 

（注）金融商品の時価の算定方法 

（1）有価証券及び（2）現金及び預金 

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 

（3）大学改革支援・学位授与機構債務負担金及び（4）長期借入金 

これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法に

より算定しております。 

（5）未払金 

短期間で決済されるものについては、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。前記以外の

ものについては、支払期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いて算定する方法により算定しております。 

  

 

６. 賃貸等不動産関係 

当法人は、佐賀市その他の地域において、賃貸等不動産を保有しておりますが、賃貸等不動産の 

総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。 

 

 

７．重要な後発事象 

   佐賀県立有田窯業大学校の４年制大学化に向けた佐賀県と当法人との連携に関する基本合意書

（平成 25 年 11 月 15 日）に基づき、佐賀県立有田窯業大学校を当法人に統合し、佐賀大学有田キ

ャンパスとして開設するにあたり、窯業に関する大学教育等に必要な財産等について、佐賀県と

無償譲渡契約を締結しました。 

 

 （１）譲受の目的 

     当法人が行う窯業に関する大学教育等に供するためであります。 

 （２）譲受の相手方の名称 

     佐賀県 

 （３）譲り受ける資産の内容 

     土地、建物、工作物、その他物品等 
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（４）譲り受ける主な資産の評価額 

     土地 145,000 千円 

     建物 668,000 千円 

 （５）譲受の時期 

     平成 29 年４月１日 

 （６）その他 

     譲り受けた財産等については、当法人が行う窯業に関する大学教育等のためにのみ使用す

ることとなっております。 
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濱 野 満 夫 佐賀大学医学部事務部長

監 事 戸 田 修 二 佐賀大学医学部教授

理 事

能 城 浩 和 佐賀大学医学部附属病院副病院長・医学部教授

理 事 藤 満 幸 子 佐賀大学医学部附属病院副病院長・看護部長

理 事

田 渕 和 雄 元佐賀大学医学部教授

常 務 理 事 今 村 洋 行

理 事 長

名 称 業務の概要
国 立 大 学 法 人

役　　　員　（平成２９年 ３ 月３１日）

と の 関 係
役 職 氏 名 国立大学法人等での最終職名

一般財団法人
栄仁会

附属病院における患者の療養
に必要とする各種サービスの
提供

関連公益法人

坂 井 光 太 郎 佐賀大学医学部事務部医事課長監 事

（２６）　関連公益法人

　(２６)－１　特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等の概要

　　ア　名称、業務の概要、国立大学法人との関係及び役員の氏名

　　イ　特定関連会社、関連会社及び関連公益法人と国立大学法人等の取引関連図

特定非営利活動
法 人
海 洋 温 度 差
発 電 推 進 機 構

海洋温度差発電とその複合利
用に関する研究開発および人
材育成、新産業創出などに関
する事業を行う

関連公益法人

理 事 長 上 原 春 男

理 事 中 岡 勉

元佐賀大学長

副 理 事 長 池 上 康 之 佐賀大学海洋エネルギー研究センター教授

理 事 中 野 啓

元佐賀大学理工学部講師

監 事 永 田 賢

国立大学法人佐賀大学

一 般 財 団 法 人 栄 仁 会

特定非営利活動法人
海洋温度差発電推進機構

患者の療養に必要とする各種サービスの提供

研究に必要とする情報等の提供
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